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1㈲ 丸 徳 建 設 12,401,695

　※　「上記金額に100分の１０に相当する額を加算した金額が地方自治法第234条第３項上

　　　の申込みに係る価格である。」

㈱ 丸 昭 建 設 辞退

㈲ 堀 之 内 建 設 12,471,300

㈱ 古 田 水 道 建 設 辞退

㈱ 東 建 設 辞退

㈱ 竹 之 内 組 13,857,000

㈲ 新 和 建 設 工 業 辞退

㈲ 迫 田 電 設 辞退

㈲ 小 園 工 務 店 12,493,350

㈲ 川 畑 鉄 工 建 設 12,472,830

川 越 建 設 ㈱ 辞退

㈲ 梶 原 建 設 辞退

㈲ い ら か 辞退

指 名 業 者 名 価     格

入 札 入     札
順位 備    考

工 期 令和６年７月１２日 令和６年１１月２９日

入 札 執 行 日 令和６年７月５日 午前９時００分

入　札　結　果　調　書
予定調書価格(税込み) 15,242,700

入 札 事 項 柊原団地建替解体工事

工 事 場 所 垂 水 市 大字　柊 　原　地内



公表年月日：令和6年7月5日

工 事 の 名 称

工 事 場 所

種 別

入 札 執 行 予 定 日

予 定 価 格

※指名理由は、ランク別、地域性、実績、その他明確に記載すること。

指　　　名　　　理　　　由
　指名業者については、垂水市建設工事指名競争入札の参加資格審査及び指名基
準等に関する要綱（平成10年垂水市訓令第８号）第10条の規定に基づくととも
に、垂水市内業者の育成と受注機会の拡大を図るため、解体工事の免許を有し、
登録された者をA班、B班に分け。2班で交互に指名を行うこととした。今回はA班
の13社を指名することとした。

11 ㈲堀之内建設 

12 ㈱丸昭建設 

13 ㈲丸徳建設 

8 ㈱竹之内組 

9 ㈱東建設 

10 ㈱古田水道建設 

㈲川畑鉄工建設 

5 ㈲小園工務店 

6 ㈲迫田電設 

7 ㈲新和建設工業 

13,857,000円 （消費税を含まない。）

指 名 業 者 の
商 号 又 は 名 称

1 ㈲いらか 

2 ㈲梶原建設 

3 川越建設㈱ 

4

指　名　業　者　選　定　理　由　書

（予定価格250万円を超える公共工事）

柊原団地建替解体工事

垂水市　大字柊 　原　地内

解体工事

令和6年7月5日


